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令和７年度 不祥事根絶に向けての本校の取組

神栖市立柳川小学校 校長 吾妻 俊昭

私たちは、教育公務員として法令を遵守し、高い倫理観と使命感をもって職務遂行にあたり、児
童・保護者・社会から信頼される生活をします。

【教育の原点】 子どもたちは、私たちの姿を見て育ちます。

私たちは、子ども一人一人を大切にします。
私たちは、子どもたちを守ります。
私たちは、法令を遵守します。
私たちは、不祥事を許しません。
私たちは、地域から信頼される学校にします。

【服務規律について】
服務規律の徹底に向け､次の６項目を実施します。
また､年間計画に基づいた服務規律の研修及び､必要に応じ､様々な社会全般の服務規律違反の事例

を基に､随時研修を行います。そして､全職員が「自分事」と捉え､当事者意識をもてるように､教職
員と管理職で定期的にセルフチェックシートを活用した面談を実施します。

１ 体罰
(1) いかなることがあっても体罰はしない・させない・許さない。体罰禁止の趣旨を周知徹底し
ます。

(2) 体罰を見たら､同僚や管理職に速やかに報告します。

２ 飲酒運転
(1) 飲酒を伴う会合には､必ず車を置いて会場へ行きます。車で会場に行く際は飲酒が始まる前に
代行等帰宅の方法を確保します。

(2) 深夜まで飲酒した場合は､翌朝車やバイク等を運転しません。
(3) 飲酒量に関わらず､仮眠して車で自宅に帰る方法をとらないことを徹底します。

３ わいせつ・セクハラ
(1) 児童の発達段階に応じた距離感を保ち､誤解を招くような行為をしません。
(2) 児童や保護者とメール（ライン）等のやりとりをしません。私的行為は厳禁とします。
(3) 職員の自家用車へ児童を同乗させません。人命に関わる緊急業務等以外､児童の送迎を行いま
せん。原則救急車要請又はタクシーを使用します。

(4) 児童の悩みについては､教職員・管理職で情報を共有し､守秘義務の徹底を図ります。
(5) 校舎内の施設は､常に整理整頓に努め､定期的に安全点検を行い､盗撮防止の徹底を図ります。

４ 公金の不正処理
(1) 現金は原則取り扱いません。取り扱う場合は､現金保管記録簿に必要事項を記載し､管理に十
分留意すると共に、規則に従い原則として収納日当日に指定金融機関に払い込むシステムを実
施します。

(2) 徴収金については､学校徴収金取扱要項に則り､徴収・執行・検査・監査・書類等の管理・未
納処理を行います。会計処理は複数人で行います。

５ 個人情報の不適切な取扱
(1) 個人情報をデータ等で持ち出さず､クラウド上で管理します。やむを得ず持ち出す際は､管理
職に届け出を行い許可を得ます。

(2) 誤廃棄・誤配付・誤送信に努めます。

６ 交通事故
(1) 交通ルールを遵守します。
(2) ながら運転（スマホ・カーナビゲーション操作等）はしません。
(3) 万が一事故を起こした場合は､警察､管理職に速やかに連絡し､丁寧な対応に努めます。

以上の内容を遵守し､今後も教職員全体で理解を深め､周知徹底し､職場のモラルを向上させなが
ら､より高いコンプライアンス意識の向上に努めていきます。


